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K. E .ボルン，鎌HI武治訳

『ビスマルク後の国家と社会政策j) 
(Karl Erich Born, Staat und Sozialpolitik 

seit Bismarcks Sturz)
熊谷一男『ドイツ帝国主義論』 ’

中村 貞 ニ 『マックス •ヴ ュ一バー研究』

( 1 )

満をうっ糖させるだけでちり，あたかも，第 1 次世界 

大戦勃発前のドイツや，ナチズムの脅威におびえる 

1930年代のョロッパもまた，われわれの、、まおかれ 

たような心境にちったのではないかと想像される。そ 

うしたドイツの悲劇の少なくとも重要な原因の1 つは , 
実は，19世紀末のドイツ政治の立もおくれと社会経済. 
的発展とのアンバランスのなかに見出されるのであっ 

て，19世紀末，独占資本主義段階のドイツに，はじめ 

て社会政策が，国家的な要請として出現せざるをえな 

いのもそこにあった。ここにとり上げた3 つのI I績は》 

ビスマルク以後，第 1 次大戦にいたるまでのドイツ資 

本主義と国家の社会政策との関係について，密接に関 

連する問題をひそませているといえよう。

以上の3 著は，題名からして，それぞれ独立のチー 

マをあつかっナこものであり，一見，相互に関係がない 

ように思われるかもしれない。 し か し 「ドイツ帝国 

主義と社会政策J の観点からみた場合，これらの諸業 

績は，きわめて與味ある問題関心をわれわれの心に呼 

びおこさずにはおかないものがある。

最近，19世紀末から第1 次世界大戦をへて，ゥァイ 

マール共和国の成立期に至るドイツ史の研究が盛んに 

行われているが，筆者はフリッツニフィッシャー「世

界強国への道一 — ドイツの桃戦，1914一 1918年' J
(村瀬興雄監訳，197牌 ，岩波書店) と脇 圭 平「知識人と政 

治一 一 ドイツ ，1914一1933J (岩波新-書，im m を殊更 

與味深く読んだ。前者は，第 1 次世界大戦の勃発に際 

して， ドイツが決定的な推進者でもることを，いまや 

ようやく閲読できるようになった広沉な新史料によっ 

て余すところなく解明したものであり，その意味で， 

ナチスによる第2 次世界大戦の開始との問に密接な関 

連があることを示唆している点に共感を覚えた。そし 

て後者は，第 1 次大戦後^ドィッ举命からゥァィマ一 

ル共和®の成立と崩壊の時期に，相前後してドイツを 

代表する知識人として，ひとりはドイタ命のさなか 

で，他は迫りくるナチズムの脅威のなかで， ドイツの 

運命的な悲劇に直面することの苦悩を対照的にとらえ 

て，現代に生きるわれわれに感銘をあたえてくれる。

ドイツ現代史は，われわれにとってちまりにも教訓 

的である。今日の日本は，まことに，至るところ，出 

道のない袋小路に追いつめられたような精神的状況で 

漲っている。テレビや新聞などの報道機閲カ♦ポをか 

けるようにして，時代閉まの現状を描き出しているが, 
どうして，こうなってしまったの力〜あてどもない不

( 2 )
この度, 鎌田武治氏によって邦訳された*■ビスマルク 

後の国家と社会政策Jは,その高い学問的な内容をもつ 

すぐれた斬究として知られていたが，一言にしていえ 

ば，本書は，従来， ドイツ社会政策の創始者および推 

進者としてOtto von Bismarckをあげ，そのドイツ新 

歴史学派との関係やビスマルクの社会保険をもって， 

19世紀ドイツ社会政策を代表的にま徵するものとして 

とらえられていた1890年以後の社会政策の状況につい 

ては，腹味のままに残され，いまだにみるべき業績が 

あらわれていないのにたいし1890年，ビスマルク失 

脚後，社会政策を推進したペルレープシュとこれにつ 

づくポザドウスキー，ベートマン. ホルヴCC一 クの社 

会政策にたいする態度を体系的にとりあつかい，1890 
年代から第1 次世界大戦にかけてのドイツ社会政策の 

变遷を豊'富な史料を用いて実誕的に分析している。こ 

れによってわが国の研究煮は，従来，空肖のまま残さ 

れていた第1 次大魄前のドイツ社会政策の状況を，つ 

ぶさにまた生き生きと知ることができ，今後この研究 

を土台として，わが国社会政策研究が，一層の進展を 

示すこと力;期待されるであろう。

しかし著者は，第者の感想をも含めて，きわめて多 

くの問題を，第 1 ぎにおいて提起している。

第1 章：問題提起

第2 章； ビスマルクの失脚と社会間題

第3 章社会政策における諸勢力と諸思想

館4 ぎ 2 月助令突現のためのペルレ'-プシュの 

努力

第 5 章社会政策から弹庄政策へ
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ツ帝国の社会政策形成に重要な役割を演じたペルレー 

プシユ，ポザドウスキ- - , ベ' トマ.ン，ホルヴ* ーク 

とプロイセン圉家体制との矛盾を,ドイツ帝国主義政 

策の進展のなかで論じ,社会政策そのものの本質に迫 

ろうとしたもcpであるということができる。まず社会 

政策をめぐるBism arckとウィルヘルム2 世の矛盾は, 
現象的には，何よりもまず，社会主義鎮庄法の撤廃を 

めぐる問題としてあらわれたが，この背後には，1889 
年春スィスで行われた労働者保護問題国磨会議，同 

じ年パリで開かれた国際社会主義労働者会議，いわゆ 

る第2 インターナショナルの運動があって，これらの 

国際状勢の変化にたいして，ビスマルクと皇帝は意見 

を異にし皇帝は，1890年のいわゆる2 月勒令におい 

て, 労働者保護のための大胆な政策，すなわち，日曜 

労働の禁止，婦人，児意の夜間労働, 夜明け前労f動の 

禁止，出産前後，各 3 週間の婦人労働の禁止を要請し 

たのみならず，工場規律についても，雇主によって一 

方的にきめられるのではなく，50人以上の労働者を雇 

用する親摸の工場においては，雇主と労働者代表とし 

ての労働者委員との交澳によってきめられ，さらに，

この爱員のなかから選出された上級爱員と雇用主団律 

の協譲機関の構想をうち出したぱかりか，ストライキ 

を回避するために，皇帝ほ， 「国営鉱山を労働者の厚 

生面で模範企業に仕上げ，労働者に一定の勤続年限の 

のちに，年金受給資格をもった公務員になる機会をあ 

たえようとする広沉なも,のでもった。そして，この勒 

令の草案作成顔問として，von Berlepsch男爵が任命 

されたのである（18—20頁)。

社会主義鎮庄法に反対するBismarckにとって，皇 

帝の意図が，きわめて危險でもると考えられたのは， 

一方において Bismarckは,社全政策について，Wil
helm 2.世よりも徹底した認識があり，Gustav Schmol- 
l e r の影響をうけた講壇社会主義者として,彼の甚本 

的な社会政策にたいする立場は，プロイセン.ユン力 

—階級との関係，すなわち土地所有とのその社会的‘ 
経済的結びつきの強さによって象徽され, また，その 

社会政策の甚本ともいうべき社会保險は，キリスト教 

的衝動と社会民主党にたいする闘争によって，插進さ 

れたものということができる（33貝)。

このようなBismarckの社会政策を理解した態度の 

なかに，われわれは，Gustav Schmoller'の根敬い影響 

をみることができる。以下，ホ村貞ニ氏め「マック 

ス • ヴ一バー研究J によって，Schmollerの社会政‘ 
策論を要約してみよう。

第 6 享ポザドウスキー時代

第 7 享帝国結社法から社会改良主義者の抗議ま

で

第 8 ぎ結び

第 9 享国家の社会政策史に関する史料と文献 

第 1 享の問題提起の冒願は，決定的に重要である。 

つぎのように述べて.いる。 '
r ドイツ帝国時代の国家の社会政策はビスマルクの労 

働者保険を別とすれば，従来，大体においてその立法 

上の結果だけで理解されてきた。またそれがどんな影 

響を及ぽしたか，かずかずの労働運動や政党や社会改 

良家たちのなかでどんな批判を受けたかも知られて、 

る。だ力';, 一̂体どうしてそうなったのか，この立法上 

の結果がどうして生じたかはわからない。国家の社会 

政策史上の主人公，すなわちその執行機関たる国家は 

社会問題の視点からはまだ究明されていない」（1頁)。

本書が「国家の社会政策」と題されているように， 

著者の視角は， r国家の社会政策史上の主人公J, 「そ 

の執行機関たる® 家J, rffl家の社会政策J を，その本 

質的諸前提と目標のなかで認識し評価するために決 

定的資料を探求していることがきわめて重要である。 

すなわち，著者は，バイエルン秘密公文書館（ミュン 

ヘン)，バイエルン主要公文書館（ミュンヘン)，バーデ 

ン一般公文書館（カルルスルーエ）， ダ;ユルテムベルク主 

要公文書館（シュトゥットガルト）,ミュンスタ一を文書 

館（ヴエストファーレン）などに所蔵されている重要な公 

文書を充分に利用し実証的に叙述を展開するが，そ 

の場合，つぎのような諸点を,本書における重要な問 

題としてもげていることである。すなわち，まず第1 
に，政治的近代化の過程が, 経済的，社会的発展と歩 

調を合わせなかったし労働者階級は，ビスマルク帝 

国内に満足すべき地位をあたえられなかったこと。そ 

して第2 に，社会政策の対象ともいうべき社会問題は, 
経済的発展および経済政策ときわめて密接な関係にあ 

ゥたことでちる。そして第3,に， ドイツ帝国とプロイ 

セン王国との勢力関係の推移である。第 4 に，帝国と 

プロイセンにおける強大な地位であり， ドイツ皇帝兼 

プロイセン国主は，唯一の帝国大臣としての帝国宰相 

とプロイセン首相を，それぞれ議会の同意なしに任免 

するととができたしその結果として，ヴィルヘルム 

2 世の干渉は，対外政策においても国内政策において 

も，たびたび政府の政饿を妨害し世論において政府 

にたら、する尊敬と信頼感とを低下させることとなった。 

耍するに，本書の主題は，ピスマルク失脚後，ドイ

77(555)
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唐 評

Schmollerは，「分配的正義j の観念の客観イ匕された形 

態を掘み出しこを社会政策の論理の基軸に据えた 

のであをが，それは •■風普と法J (Sitte und Recht) で 

あった。「風習J は 《■粗野な自然人に対■立するものJ, 
「法J は r風習J にもとづぃて形成される「生活秩序J 
の一*部分をなしているとして，風習と法との新しぃ関 

係で国民経済をつかむ新しぃつかみ方が，「I命理化的」 

な方法といわれるものでちる（中村, 34-40直参照)。

SchmoUerによって理論イ匕されたこの「分配的正義 

.の観点こそ，社会政策の形而上学J であ！?，Bismarck 
によって支持され,，その社会政策の理念となったもめ 

である。しかし•■風習と法J の具化としての国民経 

濟上の 制̂度J の根底にもるもの結局のところ，

キリスト教倫理における!^人愛の精神が意識されてい 

たにちがいない。 このように， 「王制と官僚制J に社 

全政策の主体を見出し「上から」の保護の精神に貫 

かれたSchmollerの思想が；Bism arckの恩恵的な社 

会政策のイデオロギーでちったことはいうまでもない 

(中村，60買)。しかしそれが同時にBismarckの失脚に 

つながる原因でもあった。

以上，中村氏のSchmoller解釈であるが，Bornは，

これを裏づけるかめように指摘しているのは興味深、。 

すなわち，「ビスマルクは，議会で，労働者保険が論 

議の対象となったさい，ここではキリスト教的陈人愛 

の実践力制題なのだ，と何回も強調した…，"。1875年 

に，ビスマルクがシュモラーに自分はもともと講壇社 

-会'主義でもちるが，ただそのためのひまがないのだ，

と言ったという…J (上掲，ボルン，邦訳32頁)。Born 
は，Bismarck社会政策の根,本的特徴を， 「プロイセ 

ソ ，ユン力' - 階級，つまりその土地所有との彼の社会 

的，経済的結びつきによって示されたJ と述べてW、る 
(33员）が，それと同時に，きわめて重耍なごとは，ビ 

スマルク社会政策の根幹としての労働者保険の2 つの 

勘機が， 1 つは，すでに指摘したキリスト教的な衝動 

であり，ぃま1 つは社会民主党にた1/、する闘争であっ 

たことであり，その目的は，社会民主党にたぃする鎭 

庄政策と社会主義鎮庄法の糖極的な補完としてであ 

り，第 2 には，労働者を彼ら自身の利書関係によって, 
国家に結びつけることであって，との理由からビスマ 

ルクは, .労働者が保険金を支狂わ̂なくてもよく，®家 

力，、保険资担者として山資することに泣きをおぃたこと 

である（34贺)。ただB o m の鬼解のなかで間題とすべ. 
きは，ピスマルクの失脚についてでもろう。B ornは， 

Bismarckタミ脚の原因について，rビスマルクの失脚を

まねいた社会問題には根本的な意見の相違はなかった， 

とだけは■えるだろう。決定的理由は，皇帝がビスマ 

ルクと狹を分ちたがったことでちって，彼がビスマル 

クは社会政策の問題‘でば反動的だと考えたからではけ 

ゥしてないのでるJ, rビス"^ルクは，彼の君主の進 

步的な社会改单綱領を遂行する意欲がなかったからで 

はなくて，彼が，ゥィルヘルム2世の独栽の邪魔にな 

り，彼の権威が帝疑の輝きをにぶらしたから,解任さ 

れたことは事実だったJ (4 5 H )と明快に;-!ベているが， 

1890年の時点において， ドイツの政治.社会状況にた 

いするIG握，とくに国際的間題について，Bismarckの 

感覚をもってしては,処理しえない重大な間題がおこ 

ってきたからではないだろう力、。B ornは， この点に 

ついて，史実としてきわめて詳細に展開しながら， 

Bismarckの社会政策とそれ以後の社会政策の差異お 

よび関連を明らかにしている。 '
講壇社会主義者，Gustav Schmoller, Adolf Wagner 

およびLujo Brentanoの3,人について，ScKmdlerを 

中間派，W agn erを右派，そしてBrentanoを左派と 

する見祐にたいして， B o rnは，労働者の0 結権の範 

囲をめぐる問題として，Brentano，およびHeinrich' 
H erknerを左派，Schmoller, W agnerを;右派としてい 

るが（ボルン，前掲66頁)，この点は，中村貞ニによって 

も支持されている（中村，266頁)。実にこ9 労働者の団 

結権をめぐる問題‘力:，SchmollerとBrentanoとを左派 

と右派にわけたように，Bismarckの社会政策とそれ 

以後の社会政策を分つ重要な争点ではなかったろうか。 

このBismarckの社会政策とそれ以後の社会政策との 

性格の差異については明確に述べられておらず，理論 

的な整備が充分ではないのではなかろう力、。

1870年代および80年代における講壇社会主義音の労 

織者保護要求は, （1》全般的な日曜日休業，（2)14歳未満 

の少年の:I：場労働禁止，18歳以下の少年と婦人の最長 

労I動時間の決定，少年と婦人の夜業禁止，さらに工場 

における労働諸条件監督のチこめ国家の工場監督の国法 

制定であった。すなわち彼らは，国家権力の，r上か 

らJ の干渉を理想化することによって，むしろ労働組 

合運動のざき展を胆I t しようとする意図を社会政策にひ 

そませるものでり，とくにその傾向は左派において 

明白な傾向であった。1890年における社会主義鎮庄法 

のTぼ延長の否決とビスマルクの失脚は，このドイツ歴 

史学派の社会政策に一*転機をもたらしたものであった， 

この社会主義鎮庄法は，一方において，1889年のルー 

ルにおける紘山労働者の大ストライキ，ペルリンにお
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けるB 際労働者保護会譲，そしてバリ.における第2 イ 

ン タ ー ナ シ 3 ナ ル の 創立大会などを背*景としてもつも 

のであり，Bism arck失脚後，ドイツ社会政策は，新し 

い段階を迎えた。

1890年，社会主義鎮圧法の撤廃とその後における社 

会民主党のユルフルト綱領の採択による運動の活澄化 

は， Bism arckの失脚とともに， ドイツ労働者階級に 

すこ、、するさまざまな® らかのインパクトがたかまった。 

福音社会派の牧師.Adolf Stoeckerや Friedrich Nau- 
m a n nらの労働者階級への働きかけなどが目立ってい 

たが，と0 ? lH .  H. Berlepschによる2 月勒令実現の 

ための努力，いわゆる新航路政策とその転換，とくに 

ポザドウスキーの弾JE政策と社会政策との関連につい 

ては，従来，ふれられることが少なかっただけに，大 

きな示唆をあたえる。 .
B o rnの著書は，主として政治学的な分析の手法を 

駆使しており， 1890年から1914年までの社会政策の 

歴史的な形成過程はまことに克明であるが，その政策 

形成に重大fi：呼 igがあると思われるドイツ独占資本の 

動きなどは一*切捨象されている。その意味で，この時 

期の社会政策班究にとって, 熊谷一男氏の「ドイツ帝 

国主義論J は，きわめて興味ある示唆をあたえる。と 

くに社会政策の主体をめぐって，「ユンカー的-プル 

ジg ア的ドイツJの把握は重要でちる。プロイセンニユ 

ンカーの象徴としてのBisniarckの下で,社会政策は企 

てられ，プルジョア的= ユンカー的な均衡の上に立ゥ 

て，社会政策がおしすすめられたとしても，それは最 

初,， Jlinker主導の下に行われたことはまぎれもない 

歴史的事実であり，プルジョア階級が必ずしも最初か 

ら社会政策に熱心であったとはいえなかった。支配階 

級としてのJun ker力’、，絶对君主制の下で，労働者階 

級を社会民主党からひき離し自己の陣営にひきつけ 

ようとした努力であるとすれは’，1870—80年代の，プ 

ルジg ア階級の社会政策にたいする消極的な態度を， 

われわれは理解できよう。1900年代，ドイツ独占資本 

の世界市場への進出のなかで，社会政策は， ドイツ資 

本家階級に重大な争点となる。、熊谷氏の分析は，第 3 
翁ドイツ♦プルジS アジ一内部の対抗関係の分析，で 

これにふれている。L e n inの f帝園主義j は独占資本 

の分析と同時に，賃労働や社会.労働運動の諸潮流に 

ついてかなりくわしくふれているのに,わが国におけ 

る 「帝国主義』の研究は，資本= 貧労働間の理論的* 
歴史的な叙述の点セきわめて稀傳であり，本書もまた 

例外ではないが，じかし史料的にはかなりふれている

評

のが印象的である。

本書は，つぎのような構成から成る。

序論ドイツ帝国主義研究の方法 

第 1 部独占ニ金融資本の分折 ’
第 2 部独占ニ金敬資本の海外進出.の分析 

第 3 部ド イ ツ ，プルジg アジ一内部の対抗関係 

序論において注目すべき分析は,.東ドイツ史学界の 

研究動向，とぐに;Jiirgen K uczynskiの説を检射しつ 

つ，独占グループ間の関係を明らかにすることに努力 

しておられる。そして，Gutecheは，K uczynskiの説 

に立ちつつ， ドイツ独占資本を，ライン，ウ：ストプ 

ァーレン石炭ニ鉄工業独占資本= 極端派，電機，造船， 

金融= 穏健派として把えているが，興味ある論点とい 

うべきである。この石炭.鉄銅独占資本と電機ニ化学 

ニ機械製作コンツルンの対立は，この商者の社会政 

策にたいする態度の差異としてあらわれ，第 1 次大戦 

前，前者はJu n k erと提携し家父長的立場に立って, 
労働者階級に対応したのにたいし後者は,中小工業 

家を結，した工業家同盟と提携して，社会政策に賛成 

したといわれる（上掲51頁)。

こうしたドイツ独占資本内部における二重的性格， 

その内部矛盾の展開は， ドイツ独占資本形成のmotiv 
をなすものとしてとらえられている点が，本研究のュ 

ニ. - クな点でもり，序論につづいて第1 部では，ライン 

. ヴ:Cストフアーレン鉱山ニ製鉄業とオーバ… シュレ 

ージCCン鉱山ニ製鉄業との，銀行資本を媒介とする鏡 

合関係の分析，第2 部では，南部力メルーン会社(GSK) 
と北西部カメルーン会社との対立競合の開係，そして 

第 3 部では， ドイツエ藥家中央連盟とドイツ工業家同 

盟との対立*结抗関係の展開というように，二者商争 

的な矛盾の展開としてとらえている点， ドイツ社会政 

策の展開を孤解するために必要な基礎的な事実を提供 

する。ただイギリス帝国主義との関速がはとんどふれ 

られないのは惜しまれる。 ドイツ帝国生義は，イギリ 

スとのそれと不可分の地位に立つからである。

1890年から1914年までのドイツ帝国主義の25年間 

は，社会政策の面では講壇社会主義批判を中心とする 

価値制断論争の時代であり，学問とイデォロギ信 

仰ギ科学の問題が, 深刻に知識人を幾った時代である， 

1890年代から1914年までの4 半世紀は,社会政策学 

会の内部にMax W eberを中心に，いわゆる価値判断 

論争として，労働問題Iff究の方法としての社会政策学 

の科学性をめぐって，はげしい論戦カ顿開された。中 

村贞ニ!氏の rマジクス，ヴ バ ー 研 究 J は，その意
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味でまことにユユークな研究である。

第 1 享•■価値 g 由J の意味 _ _ 一マックス.ヴュー

バーのシユモラ一批判 

第 2 享初期ヴ-ーバにおける社会改良と国民国

家  マックス，ヴa i '— ハーのナウマン批

判

第3 享 マックス . ヴ -•バーにおける労働問題 

第4 享 r社会政策J から社会学へ—— マックス.
ヴ一  バーの社会政策回状によせて——

付論マックス . ヴ;£ 一バーと取引所 .
一見して明らかなように，Weberの社会政策的認識， 

労働問題認識を中心にまとめられていることは明らか 

で，相互に独立の論文として書かれながら,内面的に 

密接に関連している。第 1 章はすでにふれたように， 

SchmollerにたいするW eb erの批判を，『価値自由j 
(Wertfreiheit) の意味について者えることからはじめ 

ているが，わたくしは，著者がW ertfreiheitの意味を， 

Talcott Parsonsのように，r特定の価値を追求するこ 

との自由J にたいして，一定の批判的態度を維持し 

いわゆるr没価値性J として表現されるとこ ろ の 「恣 

意的な価値判断からの自由J という消極的な面と，r特 

定の倾値観点を主体的に学びとる自由」との関係を，

>■からの自由J が，あの主体的な•'への自由」の論理 

的前提をなすことを主張されるのに賛成である。「価 

値自由J の側面のみを殊更に強調する態度は，Weber 
の精神に背馳するものといわなければならない。

第 2 まは，しばしぱ，国民社会主義の先駆者と呼ぱ 

れるFriedrich NaumannにたいするW ebreの友人と 

しての関係，思想的な関連を衝く識文でちる。著者は, 
いうまでもなく，「帝国主義のIdeologue, Max Weberj 
というような理解にたいしては，撒底的に批判的で， 

その意味ではN aum annとは異なひ，「W eberにとっ 

て，目的はドイツ国民の「全体利益J をi y #発展させ 

ることであり…市民的な資本主義体制の?I®立J であ 

って（236頁)，W eberゼ、’社会民主党のプロレタリア 

的政治に反対したのも，社会民主党にそれだけの能力 

と資格に欠け，逆にそれが，反動政治に途を開く危険 

性をもつからだとしている力;,「市民的ニ資本主義的 

精神の発展」を希求するW eberのなかには，同時に 

ポーランド人を含むスラヴ民族にはいちじるしく警戒； 

的であり，「中央ヨーロッバJ におけ' る r世界強国J 
という，Fisherのいわゆる第1 次大戦前のドイツ支配 

照の思想に酷似しているものを兄出すことができる。 

この意味でのドイツ思想史におけるW eberの地位は,

まだ確定しているようには思われない。著者によゥて, 
この点が解明されることを期待してやまない。

(ボルン，鎌m 訳•■ピスマルク後の国家と社会政策J 1973年， 

法政大学出版局，A 5判325頁，1,800円，熊 咎 男 「ドイツ 

帝国主義論J 来来社，1973年，447頁，3,000円，中村貞ニ 

rマツクス，ヴエーバー研究J 1972年，未来社，444買，1,800 
円）

飯 田 鼎

(経济学郁教授〉

勝田龍夫著 

『中国借款と勝田主計』

日本の国際収支は，昭和40年を転機として，貿易収 

支の黑字が総合収支の黑宇を生み出すというパターン 

に {匕した。■とくに昭和43年から黒字幅は拡大し46 
年から47年にかけて，一*段とその増勢が強まった。こ 

れに関連して資本輸出問題が，日本経濟の方向性を左 

右する重要問題として登場した。

このような時点に，勝田龍夫氏によって「中国借款 

と勝田主f b が公刊されたことは，まことに時期にか 

なっているといえよう。過去の資本輸出の必然性，そ 

の形態，その矛盾の把握によって，現在の問題に対す 

る示唆が与えられると考えられるからである。

経済援助の研究に着手された勝田龍夫氏が西原借款 

に焦点をしぼられたのは，第一に，これがわが国では 

じめて「円外突J を展開しようとしたものであったか 

らである。第二に,当時最高責任者 1として西原借款の 

とりまとめにあたった寺内内閲大蔵大臣勝旧主評は， 

龍夫氏の父君にあたり，その関係文書を閲覧する機会 

にめぐまれたからである。本書の！̂題は， r第-^次大 

戦前後における列国の対中国借款政策の展開とその中 

で匹原借款が果たした役割を検討することJ (8 ~ 9頁） 

である。，とくに勝III主計の大蔵省在勤中の行動を通し 

てこれが考察されている。それでは ；̂れは，実際にど 

のようになされているのであろう力、。
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